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名古屋駅貸切バス乗車システムに関するお願い 

 平素は、名古屋駅貸切バス乗車システムの運用につきまして、ご理解とご協力をいただき

感謝申し上げます。 

さて、今般、愛知県警中村警察署から貸切バスの駐停車について改善指導がありました。

今のところは関係者に指導を要請することで納めていただいておりますが、場合によっては

駐車違反として、対応しないとも限らないと注意を受けました。つきましては、今後も秋の

シーズンの土曜日に予約が集中しており、必ず、社内にて周知していただきますようお願い

いたします。 

 加えて、下記につきまして、確認の意味を含め再度ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 

記 

１．配車について 

① 亀島～則武１丁目交差点までの間で一時待機をして頂き、乗車場所の空き状況により前

進して頂くシステムをとっておりますので、亀島経由で徐行進行して頂き、誘導員の指示に

従って待機、前進をしてください。 

誘導員が早い配車等で回送をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。 

② 亀島に配車指定時間よりも２０分以上早く来ないようお願いしておりますが、早く来す

ぎるバスが目立ちます。シーズンのピーク時は１０分前ぐらいに来ていただけるようご協力

ください。駐車車両が多く一時待機がおぼつかなくなっており、バスの台数が増えるシーズ

ンではより厳しくなりますので、他で時間調整をしてから来るようご理解とご協力をお願い

します。 

＊11 月 2 日(金)に近隣よりの通報により警察官が出動しました、そういった場合は必ず警

察官の指示に従って回送等にお回りください。当件につきましては旅行業協会にも連絡し

てありますので、若干の配車遅れにつきましてはご了承ください。 

２．乗車について 

乗車時間を１０分間としておりますので、出発時刻までに乗車が終わるようご協力をお

願いいたします。 

 なお、お客様が遅れた場合等においては、混み合う時間帯では後続のバスに支障が生

じますので、誘導員の指示に従って下さい。 

 本システムの運用は、関係者全員の理解と協力の下で成り立っているものです。今後とも本

システムの運用にご理解とご協力を何卒宜しくお願いいたします。          

以上 


